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 令和５年余市町議会第１回定例会会議録（第５号） 

 

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時１１分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和５年３月６日（月曜日）        

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     議              

  令和５年３月１３日（月曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ７番 山 本 正 行 

      〃      ９番 岸 本 好 且 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 白 川 栄美子 

      〃     １７番 寺 田   進 

      〃     １８番 伊 藤 正 明 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  渡 邊 郁 尚 

    総  務  部  長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 

    地 域 協 働 推 進 課 長  北 島 貴 光 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  税  務  課  長  中 島   豊 

  民 生 部 長  篠 原 道 憲 

  福 祉 課 長  中 島 紀 孝 

  子育て・健康推進課長  芹 川 かおり 

  保 険 課 長  橋 端 良 平 

  環 境 対 策 課 長  大 森 直 也 

  農 林 水 産 課 長  奈 良   論 

  商 工 観 光 課 長  小 黒 雅 文 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  成 田 文 明 

  まちづくり計画課長  庄 木 淳 一 

  下 水 道 課 長  樋 口 正 人 

  水 道 課 長  紺 谷 友 之 

  会計管理者（併）会計課長  須 貝 達 哉 

  農業委員会事務局長  濱 川 龍 一 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教 育 部 長  中 村 利 美 

  学 校 教 育 課 長  内 田 真樹子 

  社 会 教 育 課 長  浅 野 敏 昭 
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  選挙管理委員会事務局長 
               石 川 智 子 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  主         幹  枝 村   潤 

  書         記  山 内 千 洋 

 

 〇議 事 日 程             

      令和５年度町政執行方針      

      令和５年度教育行政執行方針    

  第 １ 議案第 １号 令和５年度余市町一 

      般会計予算            

  第 ２ 議案第 ２号 令和５年度余市町介 

      護保険特別会計予算        

  第 ３ 議案第 ３号 令和５年度余市町国 

      民健康保険特別会計予算      

  第 ４ 議案第 ４号 令和５年度余市町後 

      期高齢者医療特別会計予算     

  第 ５ 議案第 ５号 令和５年度余市町公 

      共下水道特別会計予算       

  第 ６ 議案第 ６号 令和５年度余市町水 

      道事業会計予算          

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和５年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、議案第１号な

いし日程第６、議案第６号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 本日は、ただいま一括議題となりました令和５

年度余市町各会計予算並びに先般行われました町

政執行方針と教育行政執行方針に対します代表質

問を行います。 

 なお、代表質問は会派により代表質問にて行う

ことの申合せがなされており、その発言順位は、

１番、明政会、２番、日本共産党議員団、３番、

よいち未来、４番、公明党と決定されております。 

 発言時間は、各会派40分以内の持ち時間にて取

り扱うことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、そのように決定いたします。 

 なお、持ち時間５分前にベルを鳴らします。 

 それでは、ただいまから代表質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、明政会代表、議席番号11番、茅

根議員の発言を許します。 

〇11番（茅根英昭君） 令和５年余市町議会第１

回定例会に当たり、明政会を代表して質問をいた

しますので、町長、教育長におかれましては熱意

のあるご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 令和５年度町政執行に当たっては、次世代の可

能性を引き出す、資源を最大限活用し、町を持続、

発展させる、激動する社会に対応するの３つの指

針について、また第５次余市町総合計画のメイン

テーマである未来に向けて住みやすい町をつくる

ことにどう取り組まれているのか、第１、第４ま

での項目についてお伺いいたします。 

 第１に、町政の基本問題と諸課題についてであ

ります。１、自治体ＤＸの推進と進捗状況につい

て。 

 ２、火葬場の早期実現と都市公園の利活用につ

いて。 

 ３、防災基本計画の見直し、地域防災エリアの

再確保・避難所エリアの通年確保について。 

 ４、町庁舎の今後の考え方と庁舎内諸会議等を

各エリアに配信し、町民・職員に会議進行等を見

える化システムの導入について。 

 ５、高齢者免許自主返納課題と町特産品特典、
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交通安全対策について。 

 ６、除雪対策の今後のビジョンと除雪マニュア

ルの見直しと検証、また新しい除雪マニュアルづ

くりの早期実施について。 

 ７、除雪の置き雪対策での年齢等による置き雪

除雪導入について。 

 ８、除雪エリア空き地活用対策、区会等と連携

を行い、除雪の雪置場を拡充し、冬期間固定資産

税の減免等について。 

 ９、住宅リフォーム補助金、助成金等を活用し

た空き家活用プロジェクトについて。 

 10、余市まちづくり構想、空き家対策ビジョン

と余市コンパクトシティー構想について。 

 11、ＪＲ余市小樽の存続と余市公共交通網整備

計画について。 

 12、職員のチャレンジ意識改革について。 

 第２に、子育て、医療、介護、福祉の諸課題と

ビジョンについてであります。１、自治体の健康

管理医療デジタル化、スマホを用いての活用につ

いて。 

 ２、自治体と福祉系多機関との協働による包括

的支援体制の構築について。 

 ３、自治体による地域マネジメント、全世代型

の介護職員の働く労働力不足問題について。 

 ４、子育て環境の推進と支援対策、子育て、出

産できる町内環境整備等について。 

 ５、町立保育施設の諸問題、時間延長、休日問

題と統合、民間委託の活用等について。 

 ６、産後ケア、育児サポートシステムの構築に

ついて。 

 ７、介護、医療、福祉、人材確保対策について。 

 続きまして、第３に、１次産業振興と観光振興

についてであります。１、町観光振興計画、滞在

型観光の推進、アルベルゴ・ディフーゾ構想につ

いて。アルベルゴ・ディフーゾとは、イタリア生

まれの体験型観光で、空き家や飲食店などの地域

に残る資産を活用し、観光客と地域の観光を促す

ものでございます。 

 ２、農林水産業の労働力不足解消課題と他産業

等労働力調整による通年の就業機会の確保につい

て。 

 ３、食、食育プロジェクトの推進について。 

 ４、水産業の各種問題、養殖漁業と栽培漁業等、

国、北海道との連携について。 

 ５、漁港整備早期促進と自衛隊基金等の活用整

備について。 

 ６、新道の駅の早期実現と諸課題対策、現在の

道の駅の今後のビジョンと飲食店街との連携につ

いて。 

 ７、観光業についての未来ビジョンと企業版ふ

るさと納税、ＤＭＯ推進について。 

 ８、地方創生観光総合戦略プロジェクト、ＩＣ

Ｔ利活用について。 

 ９、観光クラウド後志ニューツーリズム振興基

盤整備、季節観光タイアップ後志連携ビジョンに

ついて。 

 続きまして、第４に、学校、社会教育、スポー

ツ、文化活動についてであります。１、新型コロ

ナが第５類に移行後は、町立保育施設並びに小学

校でのフッ化物洗口の速やかな再開を望むととも

に、町立中学校においてもフッ化物洗口を実施し、

児童生徒の健康増進を望む。 

 ２、将来の町立小中学校の適正配置と統合につ

いて。 

 ３、余市魅力教育、幼児、小学校職業体験型教

育の活用について。 

 ４、後志アドベンチャー・スポーツ・ツーリズ

ム・イン余市構想について。 

 ５、学校施設、スポーツ施設整備計画とビジョ

ンについて。 

 ６、部活動指導者の地域移行、スポーツ庁の考

え方と本町の考え方について。 

 ７、社会教育施設の再整備について。 

 終わりに、我が町余市町が厳しい環境にありま
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すが、町長、副町長、議員各位の皆様、職員一丸

となり諸課題解決に向けて磨斧作針の決意で明日

を見据え、希望と活力にあふれ、きらりと光る我

が町余市が次世代へと引き継いでいくという思い

を込めて、明政会の代表質問といたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 明政会代表、11番、茅根

議員の質問に答弁します。 

 初めに、自治体ＤＸの推進と進捗状況について

ですが、国の自治体デジタルトランスフォーメー

ション推進計画において重点取組事項とされてい

る行政手続のオンライン化については、優先的に

推進すべきとされた31手続についてマイナポータ

ルからのオンライン手続を可能とするよう取り進

めてまいります。また、国の計画において策定が

求められている全体方針については、余市町自治

体ＤＸに関する全体方針を策定し、その取組事項

の一つである文書の電子化及び電子決裁の導入に

ついて取り進めるとともに、ＤＸの必要性や意義

の理解促進を図ることを目的として、職員を対象

とした動画研修を実施しています。さらに、町民

の利便性向上を目的として国から示された手続以

外にも窓口申請のオンライン化を進めます。 

 次に、火葬場の早期実現と都市公園の利活用に

ついてですが、町営斎場建替事業適地検討委員会

の報告書を踏まえて、都市公園予定地を適地と考

えており、今後各種調査を行い、地域住民に十分

な説明を行いながら早期建設に向けて取り組んで

いきます。都市公園の利活用についてですが、本

町も人口減少が進行している中、今後は統廃合も

視野に入れ、選択と集中を行うことで利便性の高

い都市公園としての利活用を図ります。 

 次に、防災基本計画の見直し、地域防災エリア

の再確保、避難所エリアの通年確保についてです

が、本町の防災計画である余市町地域防災計画や

水防計画等につきましては、国の指針や北海道地

域防災計画等の見直しに合わせ整合性を図りなが

ら適宜修正を重ねてきており、現在本町防災計画

の内容を整理し、計画に対する理解の容易化を図

るべく、これら計画を一本化する作業を進めてい

るところでございます。また、地域防災エリアの

再確保、避難所エリアの通年確保についてですが、

地域防災エリアとしてハザードマップについて余

市川以外の２級河川の洪水浸水想定区域が簡易法

ではありますが、北海道により公表されましたの

で、防災ガイドマップを修正し、反映します。避

難所エリアの通年確保については、冬期間は降雪

により全面確保が難しいエリアもありますが、避

難所として指定の公共施設については、他の計画

等と整合性を図るべく検討していきます。 

 次に、高齢者の免許の自主返納については、返

納手続後に運転経歴証明書の交付を受けた方に対

し証明書の申請に要した金額を助成していて、さ

らにイオン余市店、コープさっぽろ余市店、株式

会社水明閣においても特典を提供していただいて

おります。また、交通安全対策については、安全

意識を高めるため交通安全指導員による指導や啓

発など実施することで一人一人の交通安全意識を

高めるとともに、関係機関と連携を図りながら対

策に努めます。 

 次に、除雪対策についてですが、毎年道路等除

排雪実施計画を策定し、委託を原則として作業を

していますが、計画の策定に当たり近年最も問題

となっているのがオペレーターの確保であり、現

状の計画も検証し、関係機関とも協議しながら、

今後においても町民に安全、安心を提供できるよ

うな体制の確保に努めます。 

 次に、置き雪対策についてですが、道路除雪に

ついては可能な限り置き雪をしないよう配慮して

いますが、重機による作業には限界があり、地域

の方々のご協力も不可欠となっています。本町で

は、町民による克雪対策を目的として区会や除雪

ボランティア団体に貸し出すためのハンドガイド

型小型除雪機や移動式融雪機を用意しており、こ

れらの機材も活用しながら地域の方々のご協力を
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いただきたいと考えております。 

 次に、除雪の際の空き地の活用についてですが、

住宅地において一時的に雪を寄せるスペースを確

保することは効率的な除雪作業につながるもので

すが、空き地について個人所有の場合が多く、区

会等の情報をいただきながら活用しており、今後

も地域のご協力をいただきながら除雪対策を進め

ます。なお、冬期間の雪捨場として民地を利用す

る場合は、借地契約によって行っています。 

 次に、住宅リフォーム補助金、助成金等を活用

した空き家活用プロジェクトについてですが、現

在町独自での空き家住宅リフォーム補助金制度等

はありませんが、今後国の交付金制度の動向も注

視していきます。 

 次に、余市まちづくり構想、空き家対策ビジョ

ン、余市コンパクトシティー構想についてですが、

本町の都市計画マスタープランは平成26年度から

令和15年度までの20年間を計画期間として策定し

ましたが、上位計画である余市町総合計画が新た

に策定されたこと、さらには本町を取り巻く社会

情勢の変化に対応すべく現在見直し作業を行って

います。また、余市町空き家等対策計画は平成30年

度から令和４年度までの５年間を計画期間として

策定しましたが、現在見直し作業を行っています。

余市コンパクトシティー構想については、今後の

人口減少及び少子高齢化時代を見据え、コンパク

トシティープラスネットワーク推進をすべく余市

町立地適正化計画を現在策定中です。 

 次に、ＪＲ余市小樽間についてですが、バス方

式を踏まえた新たな交通ネットワークの構築に向

け道、沿線市町村、バス事業者を交えた検討を進

めています。町内の公共交通網につきましては、

余市町地域公共交通計画に基づき郊外部における

新たな公共交通の運行等、持続可能な公共交通の

整備を進めていきます。 

 次に、職員のチャレンジ意識改革についてです

が、各種研修機会の充実や自己申告制度、人事交

流及び人事評価制度などを通じ、職員の意識改革

に積極的に取り組んでいきます。 

 次に、自治体健康管理医療デジタル化、スマホ

を用いての活用についてですが、国の整備スケジ

ュールに合わせ、町においても各種健診情報等の

データをマイナポータル等で確認できるよう整備

を進めています。 

 次に、自治体と福祉系多機関との協働による包

括支援体制の構築についてですが、課題の複合化

や複雑化などにより個別制度による相談支援体制

では対応が困難な事案も多々あることから、高齢

者福祉、障害者福祉、児童福祉など各分野の連携

強化による包括的な支援体制の構築を進めます。 

 次に、自治体による地域マネジメント、全世代

型介護職員の働く労働力不足問題についてと介

護、医療、福祉人材確保対策については、それぞ

れ関連がありますので、一括して答弁します。人

口減少や少子高齢化に伴い町内事業所等に従事す

る人材の確保が課題であると認識しており、関係

機関と連携を図りながら国や北海道の補助事業等

を有効に活用し、人材の確保並びに従事者の定着

支援を進めます。 

 次に、子育て環境の推進と支援対策についてで

すが、次代を担う子の誕生を祝福し、健やかな成

長を願うとともに、引き続き妊娠期から出産、子

育て期を応援するための助成を行い、子供を産み

育てやすい環境づくりに努めます。子育て、出産

できる環境整備につきましては、子育て世代包括

支援窓口や伴走型相談支援により相談しやすい環

境を整えるとともに、出産については小樽協会病

院に対する財政支援を継続し、北後志における周

産期医療の安定化を図ります。 

 次に、町立保育施設の諸問題、時間延長、休日

問題と統合、民間委託活用等についてですが、時

間延長については延長保育事業や土曜保育で対応

していますが、休日については現在のところ町立

保育所では対応していないため、引き続き休日の
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預かり等を行っている子育てサポートセンター事

業と連携を図ります。町立保育所の統合、民間委

託については、公共施設の管理運営方針等を踏ま

え、先進事例の取組も参考にしながら調査、検討

を進めます。 

 次に、産後ケア、育児サポートシステムの構築

についてですが、新年度からスタートする産後ケ

ア事業と連携しながら育児の不安や負担軽減につ

ながる子育て環境の整備に努めます。 

 次に、町観光振興計画、滞在型観光の推進につ

いてですが、余市町観光振興計画では日帰り通過

型観光からの脱却、通年型観光の実現が課題であ

り、解決に向けアルベルゴ・ディフーゾの取組を

推進してきました。これまで基礎調査、マップ作

成、モデルプランの開発、モニターツアー等を実

施しており、令和５年度は回復するインバウンド

需要も取り込むことで宿泊者数や冬期の観光客数

の増加に向けた取組等を実施し、滞在型観光を推

進していきたいと考えています。 

 次に、農林水産業の労働力不足解消問題と他産

業等労働力調整による通年での就業機会の確保に

ついてですが、農業、漁業のみならず、繁閑期の

異なる産業との連携による労働力確保について

は、関係団体と調査研究を進めていきます。 

 次に、食、食育プロジェクトの推進についてで

すが、余市町食育推進計画に基づき、その関連す

る分野が保健、医療、産業振興、教育など多様で

あることから、関係機関が相互に連携、補完し、

健康づくり、地産地消、子供を育む食育を柱に本

計画の推進に取り組みます。 

 次に、水産業の各種問題、養殖漁業と栽培漁業

等、国、北海道との連携についてですが、浅海増

殖事業及び養殖事業につきましては、継続事業と

して課題解決に向け水産多面的機能発揮対策事業

など国、道の補助事業の活用を図っていきます。 

 次に、漁港整備早期促進と自衛隊基金等の活用

整備についてですが、漁港整備につきましては漁

業者及び漁業組合と連携を図り、早期に北海道と

協議を行い、計画的に漁港整備を進めるとともに、

防衛省の補助金、交付金の活用につきましても関

係団体の要望に即した活用を検討します。 

 次に、新道の駅については、事業提案を募集し、

提案を採用したところであり、今後事業化に向け

た詳細協議を進めていきます。一方、現在の道の

駅については地域住民や関係機関とも十分協議し

ながら、観光関連施設との連携など観光振興や経

済活性化の観点のみならず、余市町のまちづくり

という大きな視点でその在り方を検討していきま

す。 

 次に、観光業の未来ビジョンについてですが、

本町の観光は典型的な日帰り通過型半年観光とな

っていることから、ワインツーリズムや町内周遊

型観光による滞留時間の延長、滞在型観光への転

換、さらには冬の観光コンテンツの発掘や磨き上

げを通じて、本町の冬の観光の魅力を発信し、通

年型観光の推進に努めます。また、企業版ふるさ

と納税については、地方創生推進交付金事業の延

長が図られており、引き続き豊富な観光資源を活

用した食の都のまちづくりを推進するとともに、

財源獲得の一手法としても今後も推進していきま

す。なお、ＤＭＯについては余市観光協会がその

研究を進めているものとも伺っており、機が熟し

た段階では必要な支援を実施していきたいと考え

ています。 

 次に、地方創生観光総合戦略プロジェクトＩＣ

Ｔ利活用型についてですが、本町では第２期余市

町まち・ひと・しごと創生総合戦略で観光につい

て戦略的に実施することとしていて、ＩＣＴ化に

ついてもこれまで紙媒体で作成していたパンフレ

ットの電子化、省力化などコストダウンとＩＣＴ

利活用を両立するような取組も実施していますの

で、引き続き取り組んでいきます。 

 次に、観光クラウド後志ニューツーリズム振興

基盤整備、季節観光タイアップ後志連携ビジョン
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についてですが、後志での広域的な連携について

は、後志観光連盟や後志総合振興局と連携を図り

ながら引き続き観光客の誘致や課題解決に取り組

むとともに、北後志５か町村とその観光協会で組

織されている北後志観光連絡協議会とも連携を密

にしながら、後志圏域での連携に取り組んでいき

ます。 

 次に、庁舎の今後と庁舎内諸会議等エリア配信

についてですが、老朽化等の公共施設の選択と集

中を行う中で、庁舎においても新築及び移転を含

め検討を進めます。また、諸会議の配信について

は、既に庁議について職員にはライブ配信してい

るところですが、会議によって公表できない案件

がありますので、慎重に検討を進めます。 

〇教育長（前坂伸也君） 明政会代表、11番、茅

根議員の教育委員会に関するご質問に答弁申し上

げます。 

 １点目のフッ化物洗口についてのご質問でござ

います。町立保育所につきましてはコロナ禍にお

いても継続して実施していると聞いております

が、小学校につきましては新型コロナウイルス感

染症拡大により令和２年度から本事業を休止して

いるところでございます。再開につきましては、

感染状況を見極め、校長会と協議し、感染対策を

講じた上で進めてまいります。中学校における実

施につきましては、他の自治体の状況などを調査

研究し、保護者の意向等も踏まえ対応について検

討してまいります。 

 ２点目の将来の町立小中学校の適正配置と統合

については、今年度策定の余市町立学校適正規模

・適正配置基本計画に基づき町部局と協議を重ね、

児童生徒の保護者や地域住民に対する丁寧な説明

に努め、再編整備に向けた取組を進めてまいりま

す。 

 ３点目の余市魅力教育、職業体験型教育の活用

については、総合的な学習の時間において町の探

索や企業見学などを行っており、今後も子供たち

に余市の魅力について学ぶ機会を提供するよう積

極的に取り組んでまいります。 

 ４点目のアドベンチャー・スポーツ・ツーリズ

ムについてのご質問でございますが、アドベンチ

ャースポーツとは、自然の中でリスクと向き合っ

て行うアウトドアスポーツと理解しており、コロ

ナ禍で近年愛好者が増加しているものと認識をし

ております。スポーツツーリズムにつきましては、

スポーツをするための旅行はもとより、スポーツ

鑑賞、地域観光、環境整備などを含む観光の一形

態と理解しておりますが、今後社会教育事業とし

て普及活用が可能であるかの判断や受入れ態勢等

について関係機関との連携が必要となることか

ら、他の自治体の先進事例について研究してまい

ります。 

 ５点目の教育施設の整備計画とビジョンについ

てでございますが、施設の老朽化が進む中、計画

性を持ち、年次的な整備を行うことは大変重要で

あると認識しております。学校施設につきまして

は、教育環境の充実を図るため余市町学校施設長

寿命化計画や余市町立学校適正規模・適正配置基

本計画に基づき整備を行い、またスポーツ施設に

つきましては施設の維持管理を継続しながら各種

の関連計画と各施設の整備事業の適否なども含め

て検討し、効率的な整備を目指してまいります。 

 ６点目の部活動指導者の地域移行、スポーツ庁

の考え方についてのご質問でございますが、令和

４年12月にスポーツ庁より示された学校部活動及

び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合

的なガイドラインでは、学校部活動の地域連携や

地域クラブ活動への移行に向けた環境整備や大会

等の在り方などについて方針が示されたところで

あります。今後におきましても国から示されるガ

イドラインに沿った考え方の下、地域の実態を把

握し、町内各中学校、関係団体との協議を継続し

ながら部活動の円滑な地域移行を目指してまいり

ます。 
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 ７点目の社会教育施設の再整備についてのご質

問でございますが、社会教育課所管の施設はスポ

ーツ関連の施設のほか、博物館をはじめ中央公民

館、図書館について施設の適切な維持管理に努め

ているところでございます。これら諸施設の再整

備につきましては、スポーツ施設と併せて総合的

な観点から長寿命化計画や各施設の整備事業の適

否なども含めて、今後町内の公共施設全体で示さ

れる在り方に基づき協議、検討してまいります。 

〇議長（中井寿夫君） 明政会代表、茅根議員の

発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３０分 

                              

再開 午前１０時４０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行します。 

 発言順位２番、日本共産党議員団代表、議席番

号13番、安久議員の発言を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 日本共産党議員団を代

表して質問を行います。  

 私は、新年度へ向けての町政執行方針並びに教

育行政執行方針、さらには各種の予算案及び私た

ちの会派が提出した予算要望書を踏まえつつ会派

を代表して質問を行います。 

 初めに、１、国政問題について。ロシアによる

ウクライナ侵略が始まって１年が過ぎましたが、

ウクライナ市民への国際法違反の攻撃は続き、ロ

シアの国連憲章違反を圧倒的多数の国、地域は厳

しく糾弾しています。日本共産党は、ロシアのウ

クライナ侵略即時中止、撤退を求め、改めて各ブ

ロック間の軍事対軍事では犠牲者は増え続け、軍

事力強化の悪循環に陥り、核戦争の危険さえある

と指摘し、即時停戦、ロシア軍撤退を求めていま

す。その実現のためには、真剣な外交努力が必要

であり、国連憲章による国際秩序を一日も早く実

現しなければなりませんし、これ以上の犠牲者、

特に子供たちや市民の犠牲者を出さないための外

交努力が必要であります。今岸田自公政権の下、

戦争か平和か、日本の進路が大きく問われていま

す。岸田政権は、専守防衛を投げ捨て、敵基地攻

撃能力を保有するために５年間で43兆円に軍事費

を増やす大軍拡に進んでいます。日本国憲法に基

づき自衛隊は専守防衛に徹すべきと歴代の内閣は

言明してきましたが、岸田政権は否定している状

況です。さきの大戦の反省の下、日本は二度と戦

争はしないと世界に誓ったわけですが、アメリカ

から長射程距離を持つミサイル、トマホーク400機

を購入し、集団的自衛権の行使として日本が武力

攻撃を受けていないのに米軍が戦争を始めれば米

軍の先制攻撃の戦争であっても相手国に日本が攻

め込むことになります。相手国からは大規模な報

復攻撃を受け、日本は焦土と化します。沖縄県の

玉城デニー知事は、敵基地攻撃能力保有で検討さ

れる長射程ミサイルの県内配置について断固反対

すると述べております。日本共産党議員の国会で

の追及に政府は国内の約300ある自衛隊基地の強

靱化を認めており、これは日本が核兵器による報

復攻撃を受けたときに生き残るためのものであり

ます。日本国憲法を守ることは地方自治を担う者

の努めであり、国政の場で十分審議することは当

然のことであり、国会での論議もなく、閣議決定

で敵基地攻撃能力保有を決め、専守防衛をかなぐ

り捨てた政府の行為は許されるものではありませ

ん。町民の命が脅かされるこの事態に海上自衛隊

の基地を持つ町長として政府に抗議すべきと考え

ますが、見解を伺います。 

 ２、2023年度政府予算案は、一般会計の総額が

114兆3,812億円と過去最大のものとなり、軍事費、

防衛関係費が前年度より4.8兆円も増えており、一

般会計総額の増加額6.8兆円の７割にも相当し、軍

拡によって膨れ上がった予算案となっています。

これは防衛省所管分であり、財務省所管分を合わ
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せると10兆1,680億円が計上され、軍事費全体では

前年度比89.4％増という異常な突出です。岸田内

閣は、いわゆる安保３文書の閣議決定により日本

が攻撃されていない下でもアメリカからの要請が

あれば敵基地攻撃は可能として長距離ミサイルな

どの整備を進めるため、防衛力整備計画では

2022から27年度の５か年間で43兆円の大軍拡を計

画しています。その財源案は穴だらけと批判され、

さらに歴史上初めて軍事費に建設国債が充当され

ました。軍事費への国債発行が侵略戦争推進に大

きな役割を果たした過去の反省を踏みにじるもの

です。一方で、物価高騰に無為無策の予算案とな

っています。23年度予算では、一般歳出の増加額

は５兆3,571億円だが、その９割の４兆7,999億円

は軍事費が占めています。その結果、国民を苦し

めている物価高騰などには対応できていません。

大軍拡は、日本の平和も国民の暮らしも財政にと

っても重大な危機をもたらします。暮らしを犠牲

にする戦争国家づくりを進める大軍拡予算案に反

対すべきではありませんか。 

 ３、2023年度余市町の予算案について。本町の

2023年度予算について伺います。今回の予算案は

一般会計が98億円で、一般会計と４特別会計を合

わせた予算総額合計は175億9,244万円、前年度対

比で約8.3％の増となっております。歳入では、地

方交付税38億6,151万3,000円、臨時財政対策債

3,683万1,000円、過疎対策事業債が合わせて

7,200万円、合計で39億7,034万4,000円となってい

ます。町税は前年度当初予算に比べ 3,097万

8,000円の増で、町民税が個人、法人ともに増加し、

固定資産税も1,324万4,000円の増収を見込んでい

ます。ただ、経常収支比率は依然として高く、硬

直化した中での財政運営を強いられています。そ

うは申しましても、昨今の物価高騰の影響はまだ

まだ続くと考えられることから、住民の生活環境

は決して楽観視できる状況ではありません。多く

の部分は国の対策によるところが大きいのです

が、町は町として物価対策に着目した予算項目が

どうしても少ないように感じます。この予算で本

当に住民の生活を守れるのかが問われていると考

えます。見解を伺います。 

 ４、自治の向上について。いかに自治を守り、

高めるかが重要です。岸田政権が国民の声を聞か

ず、憲法をないがしろにする大軍拡に走ろうとし

ているとき、余市町の住民福祉の機関、住民自治

の組織としての働きはますます強く求められてい

ます。しかし、政府は市町村の役割を事実上切り

縮める連携中枢都市圏などの自治体集約化を推進

しています。憲法がうたう地方自治の本旨に基づ

く地方自治体の自主性と住民が主人公として尊重

される地方自治の発揮を保障させなくてはなりま

せんが、実際には中央集権化が加速しかねない事

態となっています。行政組織を預かる者として、

この点をどのように考えているのか見解を伺いま

す。 

 ５、ふるさと納税について。ふるさと納税につ

いて伺います。この分野は、年々増加を続けてい

ます。執行方針では、本町ならではの特産物や体

験プログラム等の返礼品の充実を図り、町内産業

の新たな販路の一つとして町内経済の活性化につ

なげていくとしています。ただ、果たして実際に

そうした状況になっているのでしょうか。こうし

た取組はもちろん長い時間をかけて築き上げてい

くものなので、効果が表面化するには時間がかか

るものであると認識はしていますが、果たしてこ

のことをきっかけにどの程度の波及効果が起きて

いるのか、そろそろ定量的に評価された現状を知

りたく思います。これまでの取組でどの程度の経

済効果を生むことができたのか見解を伺います。 

 また、本町を応援してくれる方から多くの寄附

をいただけることは、大変ありがたいことなので

す。しかしながら、大きな尺度で見ますと、結局

自治体同士のお金の奪い合いにならざるを得ない

という基本的な問題点は、なくなることがありま
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せん。ふるさと納税の受入れをやめよとは申しま

せん。できることなら返礼品に依存しない形で寄

附をいただけるような環境を模索することも大切

な視点であると考えますが、併せて見解を伺いま

す。 

 ６、コンパクトシティー化について。公共施設

の再編、コンパクトシティー化について伺います。

今後人口減少がさらに進むことを踏まえると、公

共施設の在り方の見直しはもとより、そもそも居

住圏をどのように集約していくのかが重要な課題

となっています。しかし、それが行政の都合によ

る一方的なものになってはなりません。年齢に関

係なく、その地域には人が住み、働き、生活をし

ているわけです。このため、町として全体の方向

性を示しつつも住民主導で集約されたまちづくり

を手がけていくためには、住民の納得と合意の下

で進めていかなければ町の根幹が崩れてしまうと

いうことになります。検討状況を逐次開示しなが

ら区会単位、地域単位で議論を促す仕組みを整備

し、自治基本条例にうたわれた協働のまちづくり

を高めていくことが大切と考えますが、見解を伺

います。 

 ７、公共交通政策について。鉄道、バスなどを

含めた公共交通政策について伺います。旧国鉄が

分割民営化されてから北海道の鉄路は廃線が続

き、以前の４分の１程度に減ってしまいました。

さらに、函館本線が廃線となれば、北海道の動脈

がなくなることになります。このままいけば余市

町だけでなく、北海道の多くの地域の衰退が加速

しかねない状況となっています。残念ながら、路

線バスなどを軸とした交通網のほうが採算面、営

業面を見ても決して交通インフラとして強固なも

のとは言えません。また、議会の並行在来線存続

等に関する調査特別委員会の解散後、担当所管が

移った総務文教常任委員会に対してその後の経過

報告が何もありませんし、住民説明会も開かれて

おりません。何がどこまでどのように協議されて

いるのか、この場を借りて伺います。 

 ８、町営斎場建て替え問題について。町営斎場

建て替えについて伺います。町は、新年度予算に

おいて都市公園予定地の地質調査などを行うため

におよそ1,200万円の調査費用を計上しておりま

す。今段階で地元地域の合意は取れているのでし

ょうか。町はこれまで地元合意が必要と繰り返し

説明してきましたが、都市公園予定地を含む地域

の区会は昨年度反対の決議を行い、要望意見書を

町長に提出し、反対署名などにも取り組まれてい

ました。こうした中、地元の合意なきまま調査を

進めていくことはますます住民感情を逆なでし、

自ら大きな混乱を呼び込むことになると考えます

が、見解を伺います。 

 ９、補聴器購入独自助成について。加齢性難聴

に対応した補聴器購入のための独自制度の創設に

ついて伺います。加齢に伴う認知機能の低下と加

齢性難聴との関連が指摘されています。難聴者は、

コミュニケーションで困難を抱え、孤立しがちで

す。さらに、鬱や認知症の発生のリスクが高いと

言われています。そのために補聴器の装着により

孤立を防ぎ、難聴の進行を遅らせることが推奨さ

れています。現在補聴器購入に助成が適用される

のは重度の聞こえの障害がある人のみで、軽度の

加齢性難聴者には適用されないことによると考え

られます。他の自治体に目を向ければ、住民運動

などで購入に助成する自治体が増え、昨年末で全

国122自治体が実際に実施に踏み出しています。本

町でも高齢者団体などから要望が出ています。町

として実態を把握し、住民の苦難軽減のために努

力することが認知症に陥る人を減らし、社会的費

用や人的負担を軽減できると考えます。障害を持

つ人々への対応としてでなく、予防医療の視点で

この問題に取り組む必要があると考えますが、見

解を伺います。 

 10、子育て政策としての給食費への支援につい

て。子育て支援政策としての学校給食費無償化に
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ついて伺います。先立っての我が会派の議員が一

般質問でこの問題について取り上げましたが、教

育委員会単独の対応は難しいこと、また町長も予

算の兼ね合いはあるものの、必要性は認識してい

るとの趣旨の答弁をしております。あらゆる物価

が高騰する現在、せめて子供たちの学校給食は守

らねばなりません。教育は本来無償であるとの原

則と昨今の物価高騰を勘案し、急ぎ子育て支援策

としてこの問題に取り組まねばならないと考えま

すが、見解を伺います。 

 11、国民健康保険関連について。国民健康保険

制度に関連して質問します。国民皆保険制度の原

点と言える保険証の交付をやめ、マイナンバー化

は許されません。個人財産情報を組み合わせ、国

民一人一人の経歴、健康状態を国が掌握しながら

社会保障費のさらなる国費負担削減と加入者、利

用者負担の増がその狙いであり、やめさせるべき

です。また、新年度から本町においても国保税の

賦課方式、賦課限度額が変更される改正条例が成

立しました。議案を審議する特別委員会の中でも

指摘しましたが、このままいけば固定資産を持た

ない加入世帯の負担増になることが懸念されま

す。これは、低所得者に限らず、中所得者以上の

世帯においても同様に発生する問題です。国民の

国保を苛酷な国保にしてはなりません。全国の地

方六団体と連携して、国に対して大幅な国庫補助

を求める行動を引き続き強めることと併せ、せめ

て改正前の基準で軽減を受けていた世代の負担増

分だけでも地方税法717条を足がかりに独自の軽

減策を設けることを改めて見解を伺います。 

 12、介護保険について。高齢化が進む余市町に

とって介護保険の改悪は重大問題です。利用料２

割負担の対象拡大と要介護１、２の在宅サービス

切捨ては中止し、断念すべきです。国や道に対し

て本件の一時中止を求めるべきと考えますが、見

解を伺います。 

 13、諸産業政策について。農業や６次化の問題

を中心にブドウ、ワイン以外の分野を育てていく

ことについて伺います。現在国の予算を活用した

振興策は、マリアージュ事業などワインの分野が

中心にならざるを得ない状況になっています。こ

の分野を大きな柱として育てること自体に異論は

ありません。問題は、それ以外の分野も併せて大

きく育て、強い柱を複数つくり、多角化していく

ことではないでしょうか。本町にもワイン分野以

外にも例えばトマトのように生食以外に加工も含

めて裾野が広い農産物を多く有し、多極化させる

素地を持っていると感じます。一本足打法は、環

境の急変にもろいという側面を常に抱えます。せ

っかく大きく育とうとしているブドウ、ワイン分

野と併せ、他の分野への支援も強化していく、そ

して１次産業全体が勃興していく道筋を検討すべ

き時期に来ているのではないでしょうか。見解を

伺います。 

 14、資材調達の支援について。生産諸資源調達

への支援策について伺います。農業生産を安定し

て行う上で燃料、肥料、飼料、資材の価格高騰は

大きな脅威です。また、漁業においても燃油の高

騰は死活問題です。国に対しこれら諸資源調達の

ための支援、補填の強化を求めるとともに、町独

自の緊急支援策が重要と考えますが、見解を伺い

ます。 

 15、再エネ問題について。再生可能エネルギー

の分野について伺います。再生可能エネルギーは、

地球温暖化対策としてその取組が重要です。しか

し、自然を破壊し、人的影響を及ぼすメガソーラ

ーや大型風力発電の乱開発が問題となっていま

す。全国知事会も地元自治体から意見を反映させ

る仕組みを早期に構築するように要望していま

す。企業の利益優先の再生可能エネルギーの乱開

発ではなく、地域に密着した住民の利益、雇用創

出実現の振興を強化すべきです。本町をはじめと

した周辺自治体で大型風力発電約132基の建設計

画が進められています。住民の反対の声を受け止
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め、規制の強化を国と道に働きかけることについ

て伺います。 

 16、中通り２号線道道認定と今後について。道

路、交通インフラ政策について伺います。昨年

12月、悲願であった町道中通り２号線が道道認定

を受けました。これは、かつて我が党の議員が公

の場で実現を問い、町がその後に政策化し、長年

かけて要請し続けてきたものでありました。今後

用地買収や実際の工事が行われていくものと思わ

れますが、現時点で判明している今後の作業工程

をお知らせください。 

 17、高速道路延伸に伴う道路網の再整備につい

て。高速道路延伸についてとそれによって影響を

受ける町内道路について伺います。現在後志自動

車道は倶知安方面に向けて延伸工事が進んでいま

す。これが完成すると、確実に周辺地域の道路交

通が増大すると想定されます。残念ながら中通り

２号線を整備しても道道登停車場線、道道大浜中

登線、町道水田の沢線、後志東部広域農道では域

内の車両交通をさばき切るのは難しいと考えま

す。このため、域外から流入する車両と地域に住

む人が主に使用する経路を切り分ける政策が必要

です。中通り２号線の道道としての整備と併せ、

都市計画道路登川線の全通、もしくはにれの木通

りまでの半通が戦略的に必要と考えますが、見解

を伺います。 

 次に、教育委員会に関連する分野について質問

します。 

 18、少人数学級化と教員の加配について。学校

教育の加配並びに１クラス当たりの少人数化につ

いて伺います。一昨年コロナ禍において感染症対

策の一環としてではありましたが、分散登校が実

施されました。この結果として、一時的に少人数

学級化が部分的に実現しました。一度に集う人数

が減った結果、従来以上にきめ細やかな対応が可

能となり、児童生徒からも大変好評であったと聞

きます。少人数学級化の効用が図らずとも証明さ

れた格好となったわけです。こうした事例を踏ま

え、教員の加配とそれによって実現できる１クラ

ス当たりの少人数化が必要と考えますが、見解を

伺います。 

 19、学校の統廃合問題について。現在小中学校

の統廃合を視野に入れた適正配置計画が策定され

ています。この際重要になる点は、たとえ統廃合

が進むにしても教育施策上の重要項目である一人

一人に目が行き届きやすい環境を守ることが大切

です。このため、将来的に統廃合が進んだとして

も、学年当たりの人数が増えても１クラス単位で

見た場合は少人数学級化された状態で行うことが

大切と考えますが、見解を伺います。 

 20、学校給食の無償化について。町立小中学校

の学校給食費は、その費用が年々上昇しています。

直近ではコロナ関連の交付金などを活用して保護

者負担を回避してきましたが、今後これを丸ごと

保護者に求めるおそれが出てきていると感じま

す。教育は、本来無償であるべきです。また、物

価高の下での保護者負担の増額を避けるために

も、学校給食の無償化を町部局と一体となって取

り進めていくことが不可欠と考えますが、見解を

伺います。 

 21、学用品の無償化と就学援助対象世帯の拡充

について。学用品の無償化及び就学援助について

伺います。現在は経済的に厳しい世帯を支援すべ

く就学援助制度が実施されていますが、十分とは

言えません。収入要件から外れ、援助を受けられ

ない世帯も同じく困難を抱えています。この問題

を解決するために就学援助の倍率を生活保護基準

の1.4倍、1.5倍と引き上げていくか、あるいはス

キー用品、絵の具セット、裁縫箱、彫刻刀などの

学校で必要な品目の購入助成を新たに制度化し、

実行していく必要があると考えます。また、使用

頻度がそれほど高くないものについては、学校の

備品とし、児童生徒に貸与するなど家庭の出費を

抑えられる政策が求められていますが、見解を伺
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います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 日本共産党議員団、13番、

安久議員の質問に答弁します。 

 初めに、国政問題についてですが、自衛隊の基

地のありなしにかかわらず、国の防衛に関するこ

とは国により判断がなされるものと考えます。 

 次に、予算案に反対することについてですが、

国の国防予算に関することについては、国政の場

で審議されるものと考えます。また、国の防衛努

力を行う必要性等については、国防を担う国にお

いて国民の皆様に丁寧な説明をしていただくこと

が重要と考えます。 

 次に、2023年度余市町予算案についてですが、

限られた一般財源の中で本町独自の物価高騰対策

を実施することは非常に厳しく、物価高騰は全国

的な問題であることから、国による経済対策等の

動向を注視していきます。 

 次に、自治の向上についてですが、本町におい

ても人口減少等は避けられない状況であり、住民

との協働は地方自治を進めていく上で重要なもの

ですので、様々な機会を通じて町民との意見交換

を図ります。 

 次に、ふるさと納税についてですが、経済効果

については返礼品によっては町内で生産された原

料であったり、町内で加工されたものであるので、

一概に言えるものではありませんが、集まった寄

附額のおよそ３割程度の経済効果と考えていま

す。また、特産品の新規開発や事業者のＥＣスキ

ルの向上、さらにはふるさと納税をきっかけとし

た新たな売上げにつながるなど返礼品のみなら

ず、経済効果があるものと考えています。ふるさ

と納税は本町の財源確保の貴重な一手法と考えて

いますが、寄附者が寄附先の自治体を選定する上

では返礼品によることが大きいことから、国の制

度でもあり、制度にのっとった中でふるさと納税

を推進していきます。 

 次に、コンパクトシティー化についてですが、

将来の人口減少、さらには少子高齢化時代を迎え

ることを見据え、持続可能なまちづくり及び質の

高い行政サービスを提供すべくコンパクトシティ

ープラスネットワークの推進のため余市町立地適

正化計画を策定中であり、学識経験者、各種団体

及び関係官庁による余市町都市再生協議会を組織

し、議論を進めていきます。その中で住民説明会

等を開催し、広く町民に周知を図っていきます。 

 次に、並行在来線の存続に関する調査特別委員

会終了後についてですが、北海道新幹線並行在来

線対策協議会第14回後志ブロック会議が令和４年

７月７日に開催され、その内容について７月29日

に開催された所管の総務文教常任委員会に説明し

たところです。その後11月６日に15回後志ブロッ

ク会議が開催され、後志地域における新たな交通

ネットワークの構築に向けての考え方の整理やバ

ス運行ルート、バス運行ダイヤ等についての検討

案が示されましたが、本町関係分においてはこれ

まで示されたものから大きく変わったものはあり

ませんでした。また、町内の協議においては、住

民団体や各関係機関で構成され、町内の公共交通

機関の取組に関し協議を行う余市町地域公共交通

活性化協議会において協議を進めています。 

 次に、町営斎場建替事業についてですが、これ

まで事業を進める中で２度にわたる町民への説明

会や町営斎場適地検討委員会を開催したところで

す。地元区会の要望意見書や署名活動などの取組

については重く受け止めておりますし、今後にお

いても町民の意見を反映しながら事業を進め、地

域住民に対しても理解を求めていきたいと考えま

す。 

 次に、補聴器購入独自助成についてですが、身

体障害者手帳をお持ちでない方に対する支援につ

きましては、国で一律に制度を設計するべきもの

と考えておりますので、町独自の助成制度の創設

につきましては、現在はその考えはありません。

また、予防医療の視点での見解ですが、町が実施
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している特定健診の健診項目に聴力検査は含まれ

ておらず、今後導入する予定はありません。 

 次に、子育て支援についてですが、学校給食費

無償化については解決すべき課題も踏まえなが

ら、町としてでき得る子育て支援に努めます。 

 次に、国民健康保険関連の質問ですが、マイナ

ンバーカードとの一体化に伴う保険証の廃止につ

いては、現在国からの具体的な指導や情報提供は

ありませんが、詳細が示された際には国の施策に

基づき取組を進めます。また、独自の減免制度に

ついては、財政運営の責任主体である北海道にお

いて道内の被保険者に係る負担の公平化及び減免

基準の標準化を進めておりますので、これに基づ

いて実施します。なお、国庫負担の拡充について

は、今後も引き続き地方六団体を通じ要望してい

きます。 

 次に、介護保険に関する質問ですが、現在の社

会保障審議会介護保険部会において議論されてい

る段階でありますので、当面は議論の推移を見守

りたいと考えております。 

 次に、諸産業政策についてですが、地域産業マ

リアージュ推進事業においてワイン産業を核とし

ながら、食の都プロジェクト推進事業により持続

可能な全ての１次産業の基盤整備により地場産品

とのマリアージュを目的に事業展開していきま

す。 

 次に、資材調達の支援についてですが、現在農

業、漁業とも国、道で示されている支援策の活用

に取り組んでいます。町独自の支援対策について

は現在考えていません。 

 次に、再生可能エネルギーについてですが、地

球温暖化への対策や国の提唱するカーボンニュー

トラル社会の実現に向け取組を推進すべき分野で

あると認識しています。大規模な発電施設の建設

による影響については、環境影響評価法において

事前に調査、評価することとされており、既定の

法手続において適切に実施されるものと考えま

す。本町では、事業所に対し住民への丁寧な説明

と誠意ある対応を求めており、今後も継続して住

民理解の促進を求めていきます。 

 次に、中通り２号線の道道認定と今後について

ですが、町道黒川町中通り２号線については、昨

年12月26日、北海道による道道登余市停車場線の

区域変更がなされ、一部道道昇格をしたところで

す。北海道からは現在沿線住民への説明会の準備

を進めており、その後実施計画に着手する予定と

伺っています。 

 次に、高速道路延伸についてとその影響を受け

る町内道路についてですが、高規格道路の整備に

より利便性の向上とともに交通量は増大するもの

と想定しております。町道黒川町中通り２号線と

大川町11丁目線については、道道昇格したことに

より北海道により整備がなされますが、高速道路

整備に伴う道路交通インフラ整備については町内

の交通ネットワークや広域交通等を考慮した上で

計画されるものと考えており、関係機関とも協議、

相談しながら進めてまいります。 

〇教育長（前坂伸也君） 日本共産党議員団代表、

13番、安久議員の教育委員会に関するご質問に答

弁申し上げます。 

 少人数学級化と教員の加配についてのご質問で

すが、北海道ではきめ細やかな指導の充実を図る

とともに、多様な指導方法の展開が可能となる体

制を構築するため、国の計画より１年前倒しとな

る令和６年度までに小学校全学年に35人の学級編

制を導入するところでございます。また、加配に

つきましては、北海道教育委員会の制度を活用し

配置しているところであり、教育的効果を高める

ため今後も継続して取り組んでまいります。 

 次に、学校の統廃合を見据えた少人数学級化に

ついてですが、現状では町独自でさらなる少人数

学級編制を導入することにつきましては教員採用

等の課題があり、困難であるものと考えておりま

す。 
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 次に、学校給食の無償化についてですが、経済

的な理由により負担が困難な世帯については、生

活保護制度や就学援助制度の中で支援をしている

ところであり、教育的な観点から公平性は確保さ

れているものと認識をしております。また、物価

高騰に伴う給食費の保護者負担の軽減につきまし

ては、今年度に引き続き国の交付金制度の動向を

注視してまいります。 

 次に、学用品の無償化と就学援助対象世帯の拡

充についてですが、スキー用品など各教科及び特

別活動の学習に必要とされる学用品は就学援助の

対象となっているところであり、認定基準等現行

制度の見直しにつきましては困難であるものと考

えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 日本共産党議員団代表、

安久議員の発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２１分 

                              

再開 午前１１時２９分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行します。 

発言順位３番、よいち未来代表、議席番号７番、

山本議員の発言を許します。 

〇７番（山本正行君） 令和５年余市町議会第１

回定例会に当たり、令和５年度町政執行方針並び

に令和５年度教育行政執行方針及び予算大綱、重

大課題などやさきに提出しております予算要望書

を踏まえ、よいち未来を代表して、以下質問しま

す。 

 超核大国による隣国への全面的侵略が現実とな

り１年がたちました。この戦争によって苦難と人

道危機がもたらされ、さらに経済に及ぼすグロー

バルな影響は深刻であり、成長を阻害し、物価を

押し上げています。この波は、しばらくの間我が

国にも押し寄せ、本町においても既に渦中にあり、

町内経済や町民の暮らしにも大きく打撃を与えて

おります。世界がパンデミックからまだ回復して

いない中での社会情勢の動向や変化は見通しが利

かず、不安定な状況が続いております。 

 まず最初に、本町の経済対策についてでありま

す。相次ぐ値上げが生活を直撃しており、また燃

料や資機材の高騰が全ての分野において悪影響を

もたらしております。状況を見極めながら適時に

対策を打っていただきたいと考えるが、見解を伺

います。 

 次に、本町の行財政運営についてであります。

１、令和５年度予算編成ですが、激動の時代であ

り、かつ社会構造全体の大きな変革期であります。

難しいかじ取りとなりますが、状況を見極め臨機

応変に対応していただき、持続可能で健全な行財

政基盤の確立に向けた取組を引き続き進めるに当

たり、どのように考えているか見解を伺います。 

 ２、余市町自治基本条例は、町民自らが携わり、

定めた条例であります。条例の趣旨にのっとり、

町民と議会及び町が協働できるよう町民自らの意

思に基づいた自治の実現を目指し、その確立に向

けた考え方を伺います。 

 ３、職員の研修制度充実によるスキルアップを

進めていただきたい。特に社会環境の変化やデジ

タル社会の進展などの背景から業務のデジタル化

に対応し得る基本的な知識、ＩＣＴや情報セキュ

リティーなどに関し全職員の底上げを図りつつ、

若手職員の育成や女性職員の活躍促進に力を入れ

る考え方を伺います。 

 ４、職員のメンタル等を含む健康管理を十分に

行うため、対策について考え方を伺います。 

 ５、デジタル社会の進展に伴い、不慣れな世代

への対策に力を入れていただきたい。特にスマホ

の普及が広がる中、サイバー攻撃と思われるメー

ル等が頻繁に届いている現状であり、個人情報が

抜き取られることが凶悪な強盗犯罪へと結びつい

ていると思われることから、この対策をしっかり
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としていただきたい。見解を伺います。 

 次に、核のごみ最終処分場についてであります。

後志管内の寿都町と神恵内村で進められる高レベ

ル放射性廃棄物最終処分場の文献調査は２年を超

え、ＮＵＭＯは今年の春にでも報告書をまとめる

見通しです。次の段階となる概要調査に進むには、

各自治体と知事の承認が必要となります。鈴木知

事は道条例の北海道における特定放射性廃棄物に

関する条例の趣旨を踏まえ、一貫して反対との立

場を崩しておりませんが、本町においても道条例

の趣旨を鑑み、条例を遵守すべきものと考えます

が、見解を伺います。 

 次に、交通対策についてであります。１、高齢

者ドライバーの交通事故多発が大きな社会問題と

なっております。北海道は、本町も含め公共交通

の手段がない地域が多く、車は生活にとって必須

の状況を踏まえ、高齢になって免許を返納しても

その地域で安心して暮らせるような交通施策を進

めていくための考え方を伺います。 

 ２、北海道新幹線札幌延伸に伴い、経営分離さ

れる函館本線長万部小樽間については、後志ブロ

ック会議において地域交通の確保方策の方向性を

バス方式とすることが確認されました。高齢化や

人口減少など踏まえ、課題も山積みする中、新た

な公共交通ネットワークを構築していかなければ

なりません。小樽市に隣接する本町は通勤、通学、

通院などの公共交通の果たす役割は大きなもので

あり、持続可能な仕組みづくりに向けた考え方を

伺います。 

 ３、令和２年度から５か年計画でスタートした

余市町地域公共交通網形成計画では、民意が反映

される利便性を考慮したものとなるよう十分留意

して進めていただきたい。計画のコンセプトであ

る地域が支え、育む持続可能な町内公共交通ネッ

トワークの構築のため見解を伺います。 

 次に、防災についてであります。１、自然災害

の大規模化、多発化する昨今の状況を踏まえ、防

災減災対策の強化に力を入れていただき、特に避

難所の感染症対策など環境整備、資機材の確保を

進めていただきたい。また、災害弱者への対応強

化を図っていくための考え方を伺います。 

 ２、原子力防災については、国の原子力災害対

策指針、防災基本計画に基づき本町も地域防災計

画、避難計画を策定しているところですが、果た

して実際に苛酷な事故が起きた場合、高線量下と

なるおそれもある中で、民間事業者、バス事業者

などを含め自治体職員の災害対応は可能なのか、

移動手段を持たない高齢者も含めた全町民の避難

は可能なのか懸念されるところです。引き続き対

策の強化を図り、課題に対して国において必要な

手だてを講じるよう要請をしていただきたいが、

見解を伺います。 

 ３、防災情報基盤整備事業については、防災無

線を用いて町民に対しての避難指示などの情報伝

達の基盤を整備する予定でありましたが、イニシ

ャル、ランニングコストや費用対効果の面から再

検討し、調査することになっております。本来令

和３年度には基盤整備が完了する予定でありまし

たが、早期整備に向けた考え方を伺います。 

 次に、医療、子育てについてであります。１、

各種予防接種に関しては、安全性に十分留意し、

しっかりとした情報提供に努めて対応する考え方

を伺います。 

 ２、町内の高齢化が進む中、増大する医療ニー

ズに対応した医療提供体制を整えるための考え方

を伺います。 

 ３、子供の医療費助成制度については、本町に

おいて既に18歳まで実質無料とすべく準備をして

おり、子育て世代にとっては大きな支えになると

評価いたします。子育ては社会全体で支えていく

べきものであり、子供の医療費については地域に

よって格差があるべきではなく、国の責任におい

てしっかりとした仕組みをつくるべきです。本町

としても積極的に声を上げるべきと考えますが、
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見解を伺います。 

 次に、町営斎場についてであります。町営斎場

適地検討委員会が候補地の言及に至らず審議を終

了しましたが、適地検討委員会の答申を十分尊重

し、問題解決に向けた見解を伺います。 

 次に、農林水産業対策についてであります。１、

食の都よいちについては、余市ブランドのさらな

る確立と雇用の創出や所得の向上をはじめ、観光

客の増、移住定住の促進など地方創生に向け一体

として取り組む施策として打ち出されたものであ

りますが、新型コロナウイルス感染症拡大によっ

て新たな局面となっております。感染症拡大に対

応し得る食の都よいちの形を模索し、事業展開を

していく考え方を伺います。 

 ２、１次産業の高齢化や後継者不足、作業の担

い手不足が年々深刻な問題となっております。本

町の基盤産業である１次産業を衰退させない具体

的な対策を強化するとともに、新規就農者、新規

就漁者への支援体制の拡充整備する考え方を伺い

ます。 

 ３、水産業に関しては養殖事業などの新たな可

能性への調査研究を進めるとともに、藻場の形成

や豊かな海を育む施策展開にも力を入れていただ

き、漁業従事者の収入安定につながるよう漁業関

係者と共に施策展開を図っていただきたい。見解

を伺います。 

 ４、年々増加する有害鳥獣に対する農作物への

被害については抜本的な防止策を検討し、ハンタ

ーの育成強化を含めた対処を図るとともに、捕獲

したエゾシカ等については解体施設の整備やジビ

エ料理に活用することができるような食肉加工施

設の整備を図る考えはないか伺います。 

 次に、商工観光業対策についてであります。１、

町内の景気低迷を鑑み、事業者に対し支援策を強

化していただきたい。特にコロナ終息後は外国人

観光客に向けての対応、町内経済の再活性化につ

いて力を注ぐよう強く望むが、見解を伺います。 

 ２、新道の駅の再編整備に当たっては、十分な

町民合意に努めるとともに、早期完成に向け努力

していただきたい。現在の道の駅の在り方につい

ては地域住民、各種関係機関とも十分協議し、進

めていただきたいが、見解を伺います。また、宇

宙記念館ロビー内に観光案内所を設置する考えは

ないか伺います。 

 ３、新規起業者への支援対策強化を図る考え方

を伺います。 

 次に、除排雪についてであります。効果的な除

排雪体制の充実と道路環境の維持保全、安全確保

に取り組んでいただきたい。近年の気象状況は予

測が困難になっているという状況から、予期せぬ

事態へも臨機応変に対応できる体制を整えてほし

いと思いますが、見解を伺います。 

 次に、上下水道についてであります。災害に強

い配水管及び下水管、雨水管の布設を計画的に進

めていただきたい。また、更新時期を迎えた老朽

管の布設替えも計画的に進めていただきたい。考

え方を伺います。 

 下水処理場とし尿処理施設の統合については、

スムーズに進めていただきたい。し尿処理につい

ては、広域化となることから、地域住民の負担増

とならないよう進めていただきたい。見解を伺い

ます。 

 次に、まちづくりについてであります。１、人

口減少に歯止めをかけるために移住定住対策の促

進を図る考え方を伺います。 

 ２、子供たちの遊び場を提供するため公共資産

（施設、未利用地）等の有効活用を図る考え方は

ないか伺います。 

 次に、教育行政についてであります。１、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響で学級閉鎖、休

校が続き、学習の遅れが懸念されますが、児童生

徒の学習力向上に影響のないよう取り組んでいた

だきたい。この感染症拡大により学校現場はさま

変わりしてきておりますが、何よりも子供たちの
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学びの保障を実現するということを念頭に時代の

変化に対応し得る体制の構築に力を入れていただ

きたいが、見解を伺います。 

 ２、第２次余市町立学校における働き方改革ア

クション・プランは最終年次でありますが、課題

解決には程遠い状況でありますが、本来町村だけ

では課題解決に至らないと考えており、教職員の

定数の問題や給特法の根本的な改革が必要と考え

ますが、しかしながら本町の過労死レベルの超勤

は問題であり、早急にピンポイントで改善策を講

じていただきたい。デジタル化の進展は働き方改

革にも大いに寄与する部分であることから、現場

の声を反映し、実効性を持った改革を進めていた

だくよう強く要請します。見解を伺います。 

 ３、子供の貧困問題など家庭の格差が教育の格

差に決してつながることのないよう保護者負担の

軽減に努めていただきたいが、見解を伺います。 

 ４、虐待、いじめ、不登校などの防止、早期発

見と問題解決に向け学校だけではなく、保護者、

地域、警察などの連携をさらに強め、対策してい

ただきたいが、考え方を伺います。 

 ５、児童生徒が安全に通学できるよう通学路の

点検強化を図っていただきたい。特に冬期間にお

ける通学路の安全確保については、関係機関とも

協力し、対策していただきたいが、見解を伺いま

す。 

 次に、社会教育についてであります。１、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響で長期にわたる

自粛生活から人と人とのつながりが希薄になって

いる中にあっては、生涯学習の視点に立つ施策は

特に重要な意味を持つと考えます。新型コロナウ

イルス感染症に対応した施策の推進を図り、町民

が安心して芸術、文化活動、スポーツ活動に取り

組むよう迅速に取り組んでいただきたい。特に町

内体育、教育関係の施設は老朽化も進んでおりま

す。換気及びトイレについて十分整備を図ってい

ただきたい。見解を伺います。 

 ２、ＳＤＧｓを環境基本教育の柱に捉え、持続

性のある地域社会、経済活動などについて、環境

の大切さをしっかり教える場の提供についての考

え方を伺います。 

 ３、コロナ禍の中で人との接触が少ないアウト

ドアスポーツやレジャー等が増加しています。近

年はスケートボードやキャンプ等の増加傾向にあ

りますが、冬期におけるスポーツ等振興の観点か

ら国設シリパ山スキー場の復活についての見解を

伺います。 

 以上、行政全般と教育全般について、喫緊の課

題について質問いたしました。町長並びに教育長

におかれましては、前向きな答弁のほどよろしく

お願いします。 

〇議長（中井寿夫君） 山本議員に申し上げます

が、昼食時間の関係がありますので、答弁につき

ましては午後からといたしたいので、ご了承願い

ます。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め午

後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時５２分 

                              

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 午前中のよいち未来、山本議員の代表質問に対

する答弁を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） よいち未来代表、７番、

山本議員の質問に答弁します。 

 初めに、価格高騰対策ですが、国が石油元売会

社や電気小売事業者に対し補助することで、国民

の生活や企業に対し負担軽減を行っています。ま

た、北海道ではエネルギー価格高騰分の対策とし

て事業者向けに事業継続緊急支援金の給付を行っ

ています。本町としましては、今後も国、道の政

策等の情報を収集し、町民への周知徹底を図りま

す。 
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 次に、本町行財政運営についてですが、記録的

な原材料費価格の高騰や原油高、円安を背景とし

た物価の高騰、少子高齢化、人口減少、激甚化す

る自然災害など激動する社会に対応した行政サー

ビスを提供するため、既存事業の見直しと経費の

削減、政策的効果の高い事業に対する予算の効率

化・重点化を図るとともに、公共施設の在り方の

検討を進めるなど社会情勢を見極めながら持続可

能な財政基盤の確立に努めます。 

 次に、町民と町との協働についてですが、多様

な主体が共通認識を持ちながら対等な立場におい

て協力し、協働でのまちづくりを推進すべく町民

が自らの意思で町政に参加する機会を保障し、多

くの町民が参加できるように努めます。 

 次に、職員のスキルアップについてですが、デ

ジタル関係を含む各種研修や国、道への研修派遣

を引き続き積極的に取り入れることによって、今

後においても職員の意識の向上や能力開発を図っ

ていきます。 

 次に、メンタル等健康管理対策についてですが、

常に相談できるよう総務課にメンタルヘルス等の

相談員を配置しており、ストレスチェック制度や

職員健康診断、ＶＤＴ検査等を実施し、職員の健

康管理に努めています。 

 次に、デジタル社会の進展に伴う不慣れな世代

への対策についてですが、スマートフォンなどデ

ジタルデバイスの活用は社会経済活動を円滑に進

める上で大変有効なツールである一方、特に高齢

者などＩＴリテラシーの低い人がデジタルデバイ

スを使用することで個人情報が漏えいし、トラブ

ルや犯罪に巻き込まれる事案が相次いでいること

は新聞報道などでも承知しており、今後とも高齢

者のスマホ教室の開催など高齢者に対するＩＴリ

テラシーの向上対策のほか、防犯意識の高揚に向

けた取組を進めます。 

 次に、核のごみ最終処分場についてですが、特

定放射性廃棄物の持込みについては慎重に対応す

べきであり、受け入れ難いとの旨を宣言する北海

道における特定放射性廃棄物に関する条例の趣旨

は尊重されるべきものであると認識しています。 

 次に、交通対策についてですが、高齢ドライバ

ーの免許返納の推進については、単に制度を案内

するだけでなく、代替の交通手段が確保されるこ

とが重要であると考えており、余市町地域公共交

通計画に基づき郊外部の新たな交通手段の運行に

向けた取組を進め、既存のバス路線とともに持続

可能な町内交通網の充実に向けた交通政策を行い

ます。 

 次に、並行在来線経営分離に伴う地域交通の確

保方策についてですが、本町は小樽市や札幌市の

通学、通勤、通院などの需要が多いことから、日

常生活に配慮したルートの設定やダイヤ検討など

きめ細かな地域ニーズへ対応した交通ネットワー

クの構築に向けた協議を進めていきます。 

 次に、余市町地域公共交通計画の推進に当たっ

ては、余市町地域公共交通活性化協議会における

十分な議論とともに、実際の利用者の意向が反映

されるようアンケートや住民説明会によるヒアリ

ングについても十分に行いながら需要に見合う公

共交通を整備していきます。地域公共交通は、町

民の利用があってこそ地域が支え、育む持続可能

な町内公共交通ネットワークの構築につながるも

のと考えています。 

 次に、防災についてですが、防災対策の強化と

して避難所の感染症対策などの環境整備、資材等

の確保についてですが、防災備蓄品については現

在余市町は地域防災計画を見直しており、その中

で災害時備蓄計画についても取り組んでいますの

で、計画的な備蓄に努めます。 

 また、災害弱者への対応強化については、共助

による力が必要でありますので、防災学習会など

区会等の共助意識の醸成に努めます。 

 原子力災害時での高線量下での災害対応は可能

かの質問ですが、本町は原子力発電所から30キロ
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圏内のＵＰＺ内にあり、日頃より北海道と連携し

ながら防災訓練を重ね、様々な検証を重ねること

で問題解決を図るとともに、課題に対しては北海

道を通じて国へ要望していきます。 

 次に、防災情報基盤整備事業についてのご質問

ですが、第４次総合計画では令和３年度に基盤整

備が完了する予定でしたが、第５次総合計画にて

より安価で効果的な情報発信の手法を検討するこ

ととしています。余市町公式ライン等も有効な手

段の一つと考えるところですが、様々なツールを

組み合わせ、広く皆様へ情報発信ができるよう調

査研究を進め、早期導入に向けて取り組みます。 

 次に、各種予防接種に関する情報提供の考え方

についてですが、国が示す安全性等の情報収集に

努めるとともに、余市医師会等と情報共有を図り、

町民への適切な情報提供を図ります。 

 次に、医療提供体制を整えるための考え方につ

いてですが、地域における医療提供体制等の整備

については、北海道地域医療構想に基づき協議さ

れているところであり、町においても引き続き余

市医師会等と連携を図ります。 

 次に、子供の医療費助成制度についてですが、

子育て支援のさらなる充実を図るべく18歳までの

方の医療費の実質無償化に向け現在準備作業を進

めておりますが、当該医療費助成制度は本来国に

おいて統一的な制度化を図るべきものと認識して

おり、今後も引き続き各関係団体等を通じて国へ

要望します。 

 次に、適地検討委員会の答申を十分に尊重し、

問題解決に向けた見解についてですが、町営斎場

建替事業適地検討委員会の各委員が真摯に検討い

ただいたものであり、この報告書を踏まえ今後各

種調査を行い、地域住民に十分な説明を行いなが

ら早期建設に向けて取り組んでいきます。 

 次に、食の都よいちについてですが、持続可能

な１次産業の確立を図るため食の都としてのブラ

ンディングにより余市産品の地位確立を図るべく

取り組んでおり、今後もアフターコロナを見据え、

インバウンドによる消費需要拡大の取組を進めま

す。 

 次に、１次産業の高齢化や後継者不足、作業の

担い手不足についてですが、高齢化、担い手不足

の課題は新規就農者の獲得が重要と位置づけてお

り、新規就農活動支援センターによる支援体制の

充実に努めるとともに、地域おこし協力隊や国の

制度を活用するとともに、農作業の省力化に取り

組みます。 

 次に、水産業についてですが、海洋環境の変化

等により魚種別漁獲量の変動が大きく、漁業経営

の見通しが厳しい中、資源管理並びに養殖事業へ

の期待が高まっていることから、種苗事業及び養

殖試験事業を引き続き支援していきます。 

 次に、有害鳥獣対策についてですが、有害鳥獣

の個体数は増加していると認識しており、今後と

も地元猟友会の協力をいただき、駆除等の対策に

努めます。ハンター育成につきましても、引き続

き狩猟免許取得と更新に係る費用に対する支援を

図ります。食肉加工施設整備につきましては、現

時点では考えていませんが、エゾシカ等による農

業被害は北海道全体であることから、北海道とし

ての取組を要望していきます。 

 次に、事業者に対する支援ですが、これまでの

コロナ対策として令和３年度は事業者の事業継続

支援の取組を重点的に行い、令和４年度は積極的

な観光事業者に対する連携強化を図ることで、町

内経済の活性化に向けた取組を推進してきたとこ

ろです。令和５年度は、回復するインバウンド需

要を取り込むために地方創生推進交付金事業にお

いて施策間での連携を図りながら引き続き豊富な

観光資源を活用した食の都のまちづくりを推進す

ることで持続可能な形での観光を復活させ、地域

社会、経済の好循環を生む仕組みづくりを進めて

いきます。 

 次に、道の駅についてですが、新道の駅につき
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ましては事業提案を募集し、提案を採用したとこ

ろです。今後事業化に向けた詳細協議を進めてい

きます。一方、現在の道の駅については地域住民

や関係機関とも十分協議しながら観光関連施設と

の連携など観光振興や経済活性化の観点のみなら

ず、余市町のまちづくりという大きな視点でその

在り方を検討していきます。また、道の駅におけ

る観光案内については売店、ミュージアムショッ

プを運営する余市観光協会職員による対応をはじ

めとして、宇宙記念館のロビー内においても観光

情報コーナーを設置して、各種パンフレットを配

置し、エントランス等において適宜観光案内等の

対応に努めているところです。 

 次に、新規起業者への支援策についてですが、

余市町中小企業振興条例に規定する各種助成をは

じめ、新商品の開発や空き店舗等の活用に対して

補助を行っています。また、中小企業相談所との

連携を強化し、国、道の融資制度等へつなげ、資

金調達の支援を行っていきます。 

 次に、除排雪についてですが、冬期間における

町民の暮らしや経済活動に支障を来さないよう気

象や道路状況等の把握に努め、効率的で円滑な除

排雪を進めるとともに、大雪などの予期せぬ事態

に対しては臨機応変な対応が取れる体制を確保す

るため関係機関とも相談し、情報共有をしながら

除排雪業務に取り組んでいきます。 

 次に、上下水道についてですが、大規模地震等

の発災時に備え、安定的な水道水の供給、下水道

においても汚水処理継続のため老朽化が進む管路

等について影響度を考慮しながらより効率的かつ

計画的に更新、耐震化を進めていきます。また、

下水処理場におけるし尿処理については、令和７

年度当初の供用開始に向け引き続き事業を継続し

ていくとともに、地域住民の負担とならないよう

適切な下水処理場の運用に努めます。 

 次に、まちづくりについてですが、移住定住対

策について余市町まち・ひと・しごと創生総合戦

略に基づき本町の強みを生かした産業振興施策を

中心に人の流れの創出を図り、人口減少の抑制に

努めます。また、地域おこし協力隊制度のさらな

る活用や住宅取得等支援補助金制度、奨学金返還

支援事業等の各種施策による移住定住の促進を図

ります。 

 次に、子供たちの遊び場についてですが、遊び

場として利用できる土地は限られていますが、公

共資産の有効活用について調査研究に努めます。 

〇教育長（前坂伸也君） よいち未来代表、７番、

山本議員の教育委員会に関するご質問に答弁申し

上げます。 

 １点目の子供たちの学びの保障についてです

が、新型コロナウイルス感染症により学級閉鎖等

がなされる場合、児童生徒１人１台端末を活用し

てのオンライン学習の実施が求められており、本

町立学校でもそれらに対応した学校運営を行って

おります。今後もデジタル教材を活用した児童生

徒の学力向上と国の事業を活用した教員の授業力

向上に取り組んでまいります。 

 ２点目の学校における働き方改革についてです

が、ＩＣＴ機器を活用した業務の効率化に取り組

み、在校時間の縮減について一定の成果が得られ

ておりますことから、引き続き学校との連携を密

にし、保護者や地域の方々のご理解を得ながらア

クション・プランに掲げた目標達成に向けて努力

してまいります。 

 ３点目の家庭の格差が教育の格差につながる問

題についてですが、子供たちはひとしく教育を受

ける権利と必要な保護及び援助を受ける権利を有

していると認識しており、子供たちの教育機会の

均等を確保することを念頭に置き、引き続き保護

者の負担軽減に努めてまいります。 

 ４点目の学校、保護者、地域、警察などとの連

携強化についてですが、虐待やいじめ、不登校の

問題をはじめ非行防止や犯罪被害に遭わないよう

命を貴ぶ心を大切にする健康安全教育の充実を図
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り、関係機関の連携、協力をいただきながら子供

たちの健やかな生活を確保してまいります。 

 ５点目の通学路の点検強化についてですが、教

育委員会のほか、国道、道道、町道の各道路管理

者、余市警察署、町交通安全担当者、学校長代表、

小学校ＰＴＡ代表で構成される余市町通学路安全

推進会議において合同点検を実施し、冬期間の安

全確保についても協議しており、引き続き通学路

の安全確保に努めてまいります。 

 社会教育関連の１点目の老朽化した社会教育関

連施設の整備についてのご質問でございますが、

新型コロナウイルスの感染拡大以降町民の芸術、

文化活動につきましては制限されながらも継続し

てまいりました。今後は国や北海道の動向を注視

しながら施策の推進を図ってまいります。ご指摘

の老朽化した社会教育施設の整備につきまして

は、今年度中央公民館の環境整備工事によって換

気機能の改善を行いましたが、今後は社会教育施

設全般におきまして換気機能やトイレ設備などの

適切な環境整備を含めた将来的な施設整備計画の

策定に取り組んでまいります。 

 ２点目の環境教育の機会の提供についてのご質

問でございますが、社会教育の観点からＳＤＧｓ

を達成するため多様な人々やグループが共通の目

標を共有するパートナーとして連携、協働してい

くことによって誰も置き去りにしない共生の社会

を実現することが目標であると考えています。具

体的な取組といたしましては、以前から行ってい

る水産博物館や文化財施設でのＳＤＧｓ研修を目

的とした高校の受入れ学習や企業研修への講師派

遣、大学による研究事業への協力などを引き続き

行い、環境教育に資する町民向けの学習機会の提

供と地域の課題発見や創造的な学びの場の提供に

努めてまいります。 

 ３点目の国設シリパスキー場の復活についての

ご質問でございますが、余市町シリパ山への登山

道と国設スキー場につきましては平成17年９月に

余市町シリパ山国設スキー場ヒュッテ設置使用条

例が廃止されているところでございます。冬期に

おけるスポーツ等の普及につきましては、アウト

ドアスポーツの愛好者が増加している傾向を教育

委員会としても承知しているところでございます

が、町民スキー大会の会場となっているジャンプ

台周辺を中心に冬期間における社会体育事業を継

続してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

〇議長（中井寿夫君） よいち未来代表、山本議

員の発言が終わりました。 

 次に、発言順位４番、公明党代表、議席番号17番、

寺田議員の発言を許します。 

〇17番（寺田 進君） 令和５年余市町議会第１

回定例会に当たり、令和５年度余市町町政執行方

針、余市町教育行政執行方針に対して、公明党を

代表して齊藤町長、前坂教育長に質問を申し上げ

ます。 

新型コロナウイルスの感染拡大から３年が経過

する中、社会全体が辛抱強くコロナ禍と向かい合

い、特にワクチンや治療薬の短期間の実用化によ

りウィズコロナの視点で感染防止対策を講じつ

つ、社会経済活動や教育を正常な状態に戻してい

く局面に移ってきました。しかし、ロシアによる

ウクライナ侵略、それに伴う食料やエネルギーを

中心とする物価高騰、さらには想定を上回るスピ

ードで進む少子化等、国難とも言える大波からの

しわ寄せが国民に及び、数年前には想像もし得な

かった状況にあります。 

令和５年度町政執行の基本方針から伺います。

職員と一丸となって町民の負託に応え、第５次余

市町総合計画のメインテーマである未来に向けて

住みやすい町をつくることに全力を尽くします。

また、資源を最大限活用し、町を持続、発展させ

るの中に余市町は選択と集中により限られた資源

を最大限に活用したまちづくりを進めますとあり

ます。日本では、高度成長期の終わり頃から多く
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の企業で事業の多角化が進みましたが、近年は経

営リソースを特定の事業に集中させることによ

り、競争を有利にしようとする動きが活発になっ

ております。選択と集中のメリットは資本や人材

など限られた資源を最大限に活用できることで、

事業価値の最大化やコスト削減、選択した事業分

野における成長やイノベーションの創出も期待で

きるとされております。一方で、柔軟性が失われ

るリスクも指摘されており、選択と集中により飛

躍的な成長を遂げてきた自動車メーカーが世界的

な半導体不足の一因もあり、22年３月期には減収、

減益になったとの報道もありました。行政と一般

企業の違いはあるとは思いますが、激動する国際

情勢、さらには異次元の少子高齢化等の中、リス

クを含めどのように取り組んでいかれるのか伺い

ます。 

令和５年度の施策の内容から伺います。１、暮

らしの安全、安心の方針、防災に関する施策の中

に、地域防災マネジャーを中心として北後志構成

４町村及び民間事業者などと連携し、防災広域化

に向けた取組を進めます。さらに、区会や学校な

どで防災学習会などを通じ、防災に関する自助、

共助意識の醸成と知識の普及啓発を行いますとあ

ります。近年の異常災害での防災力向上には、専

門家による広域的な計画と家庭、地域での的確な

行動が必要と言われています。自助、共助意識の

醸成と知識の普及啓発のため防災マネジャー監修

による余市町防災マップを作成し、区会等での学

習会を実施すべきと考えますが、町長の見解を伺

います。 

２、健康と福祉の方針、子育て推進に関する施

策の中に、妊娠期から子育て期にわたる切れ目の

ない支援として伴走型相談支援や産後ケア事業な

どと一体的に経済的支援を実施しますとありま

す。妊娠期から出産、産後、育児期まで一貫して

妊婦や子育て家庭の相談内容に応じて必要な支援

をつなぐ伴走型相談支援が公明党の推進により３

月より全国各地で始まっております。実施主体は

子育て世代包括支援センターになりますが、本町

の支援のメニューとして保育に関わる支援はどの

ようになっているのか伺います。 

地域福祉に関する施策の中に福祉、保健に関す

るワンストップ窓口の特性を生かした町民サービ

スの向上に努めますとあります。現在北見市をは

じめ全国約70の自治体が書かない窓口を導入し、

利用者から手続が簡単になったと高評価をいただ

いているそうです。余市町でも住民票等を含め住

民が行政窓口で書かない、待たない、回らないで

済むよう住民と行政の双方がデジタル化のメリッ

トを実感できる取組をお願いします。しかし、マ

イナンバーカード、健康保険証の加入数、さらに

は医療機関の機器導入など問題も多く残っている

と思われますが、どのように進められるのか伺い

ます。 

介護保険に関する施策について伺います。要支

援、要介護者が年々増えることで地域包括支援セ

ンターや在宅支援センターの役割は重要です。職

員の一人が受け持つ人数が増えることでサービス

の提供に影響が出るのではと懸念されています

が、どのように捉えておられるか見解を伺います。

また、介護支援ボランティアポイント事業につい

て、施設の訪問でのボランティアに限らず、地域

における支え合い体制もつくり、ポイントを還元

できる仕組みも考えるべきだと思いますが、見解

を伺います。 

３、生活環境の方針について伺います。河川に

関する施策の中に、町内管理河川につきましては

河川愛護組合をはじめ、地域の方々の協力をいた

だきながら治水対策や維持管理に努めますとあり

ます。黒川、旧登川などは河川の中、河川敷等に

草木が生い茂り、地域の方々から危ないねとの声

も聞かれます。また、ここ数年はしゅんせつ工事

等も行われていないと思われ、ゲリラ豪雨などで

の洪水を心配される声も聞かれます。地域住民の
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高齢化で河川愛護組合の存続危機も聞こえる中、

今後の河川対策をどのように考えておられるのか

伺います。 

下水道事業に関する施策の中に、経営改革の一

環として経営の見える化を図るため、公営企業会

計への移行業務を進めるほか、既存施設の適正な

管理と自主財源の確保、経営の効率化を進め、下

水道事業運営の安定化を図りますとありますが、

今までも職員等の献身的な運営活動で現在に至っ

ていると思われます。人口減少等町にとってマイ

ナスの要因が多くある中、どのようにされるのか、

また自主財源の確保とは具体的にどのようなこと

なのか伺います。 

４、産業の方針について伺います。農業に関す

る施策の中に、優良農地の確保と保全につきまし

ては農地保有合理化事業などを活用し、効率的な

農用地の利用促進に努めますとあります。コロナ

禍等で農業振興協議会等の開催もままならなかっ

たと思われますが、北海道の資料によりますと、

平成29年３月末まで余市町が農地中間管理事業の

実績がないと発表されております。その後の農地

保有合理化事業の活用はあるのでしょうか。また、

今後どのように活用されるのか伺います。 

観光に関する施策の中に、交流人口の増加と滞

在型観光の推進に取り組むとともに、観光入り込

み客が減少する冬期間の観光推進に向けた取組を

展開し、年間を通じて魅力ある観光地づくりに努

めますとありますが、滞在型観光、冬期間の観光

推進にはともに施設等のハード対策が重要になる

と思われますが、どのように考えておられるのか

伺います。 

続いて、教育行政執行方針について伺います。

３、重点目標、２、思いやりと自ら律する心を大

切にする生徒指導の充実の中に、不登校の問題に

つきましてはスクールカウンセラーを継続して配

置し、相談体制の充実と関係機関と連携した支援

に努め、早期にその実態や要因を的確に捉え、児

童生徒が抱える問題の解決に努めますとありま

す。文部科学省の調査で2021年度小中学校におけ

る不登校の児童生徒数は約24万4,940人に上り、前

年より25％も増加していると言われております。

背景には、コロナ禍による生活変化の影響で学校

生活が制限される中、友達がつくれない、登校意

欲が湧かないことが理由に挙げられております。

本町の実態はどのようなのか伺います。 

また、対策の鍵になることは不登校の児童生徒

に合わせたカリキュラムを柔軟に組むことができ

る不登校特例校の設置促進とも言われており、東

京都八王子市などで開校したのを皮切りに全国に

少しずつ広がり、目覚ましい成果を上げていると

伺いました。不登校特例校の認識について伺いま

す。 

さらに、いじめの問題について伺います。いじ

めの実態調査アンケート等の結果を活用するとと

もに、保護者と連携を強化し、いじめの早期発見

と早期解決に努めますとあります。いじめやヤン

グケアラーの問題は、なかなか本人から申し出る

ことができにくい状況にあると思われます。本町

ではペーパーに記入して提出する方法が取られて

いると思いますが、児童生徒本人が正確な情報を

記入、提出できる環境が整っているのでしょうか。

本町では、１人１台のタブレット端末が利用され

ておりますが、現在の子供たちにはタブレットで

の回答のほうが記入方式より正確かつ身近なので

はないでしょうか。様々な検討課題があるでしょ

うが、浜松市、柏市、掛川市、大阪市など多数の

自治体で導入しているそうです。余市町でも子供

たちの選択肢を増やす意味でも導入を検討しては

と思いますが、見解を伺います。 

以上、公明党の代表質問を終わります。 

〇町長（齊藤啓輔君） 公明党代表、17番、寺田

議員の質問に答弁します。 

 令和５年度町政執行の基本方針にあります選択

と集中により限られた資源を最大限活用したまち
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づくりについてですが、全国的な人口減少の加速

化により本町においても行政規模、財政規模の縮

小が想定される一方、行政に対する町民ニーズは

複雑多様化しています。その状況下、行政施策全

般において総花的な施策の実行では町政を維持す

ることは困難と考えています。こうした激動する

社会において精密な未来予測を行いながら、将来

に残すべきものは何か、そのためどんな潜在価値

を伸ばしていくかを考え、効率的かつ効果的な行

政施策を行っていきます。 

 次に、防災マネジャー監修による余市町防災マ

ップを作成し、区会等での学習会を実施すること

についてですが、防災ガイドマップは令和５年度

において修正を予定しており、この修正は防災マ

ネジャーが主体となり行います。また、区会等で

の学習会においては、この防災ガイドマップの利

用はもとより、学習会の内容に合わせて防災マネ

ジャーの知見に基づいた資料を作成の上、学習会

を実施しています。 

 次に、保育に関わる支援についてですが、町で

は子育て世代包括支援窓口を設置し、育児不安が

増大する主にゼロ歳から２歳までの子育て家庭に

寄り添い、育児不安の軽減につなげる伴走型相談

支援や一時預かり事業等、保育支援による育児負

担軽減に取り組んでおり、引き続き子育て支援の

充実に努めます。 

 次に、地域福祉に関する施策についてですが、

現在ワンストップ窓口の特性を生かし、出生、婚

姻、転出入といった手続の後必要とされる年金、

保険、医療等の各手続を並行して行うことにより

必要となる時間の短縮や手続忘れの防止を図って

います。今後も住民サービス向上のためシームレ

スな業務の体制構築に努めます。 

 次に、介護保険に関する施策についてですが、

本町の要介護、要支援認定者の推移は微増または

横ばいの状態が続いており、現行の介護資源で直

ちにサービス提供が困難となるといった状況には

ありませんが、少子高齢化により今後も認定者数

の増加と介護人材の不足傾向は当面続くと思われ

ることから、今後も関係機関と連携を図りながら

国や北海道の補助事業等を有効に活用し、介護人

材の確保並びに従事者の定着支援を進めます。な

お、現在本町の包括支援センターは１か所のみと

なっていることから、今後は複数のセンター設置

なども検討しなければならないと認識していま

す。 

 介護支援ボランティアポイント事業について

は、現在のところ事業の範囲を介護保険施設等で

の活動に限定しており、将来的には在宅高齢者等

に対する支援などにも範囲を広げていきたいと考

えてはおりますが、解決すべき課題も多く、引き

続き解決に向けた取組を進めます。 

 次に、河川に関する施策についてですが、町の

管理河川については各地域の河川愛護組合には管

理する上で強力なサポートをいただいております

が、高齢化等による担い手不足の問題もあり、組

合員ごとの作業範囲が広がっている状況ですの

で、町としても河川愛護組合をはじめ地域との情

報共有、あるいは相談をしながら直営での維持管

理を継続し、河川愛護組合の負担を軽減できるよ

う努めながら河川対策を進めます。また、黒川、

旧登川など常時現場を確認し、状況に応じて直営

でしゅんせつしており、今後も実施します。 

 次に、下水道事業に対する施策についてですが、

人口減少下においては汚水量に応じた適切な施設

規模や広域化、共同化の推進などにより継続的、

安定的に事業を運営できる取組を進めます。また、

自主財源確保に向けては、処理区域内における下

水道未接続の事業所施設等への水洗化の取組強

化、下水処理場におけるし尿浄化槽汚泥の受入れ

など下水道資産活用に努めます。 

 次に、農地保有合理化事業についてですが、過

去10年間の実績としまして12件となっています。

農地保有合理化事業につきましては、優良農地の
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確保と保全には有効な手段であることから、今後

も活用を図ります。 

 次に、観光についてですが、滞在型観光、冬期

間の観光推進について既存の宿泊施設等の利活用

の推進に取り組み、観光客をはじめとする交流人

口等の増加を図っていくことで観光需要の増大、

ひいては民間事業者等の新規事業の立ち上げ、参

入を促し、施設等のハード基盤整備につなげてい

きたいと考えています。 

〇教育長（前坂伸也君） 公明党代表、17番、寺

田議員の教育委員会に関するご質問に答弁申し上

げます。 

 不登校の問題についてのご質問ですが、本町の

小中学校におきましては無気力や不安、生活リズ

ムの乱れ、友人関係をめぐる問題などの理由によ

り現在29人の児童生徒が不登校であると把握をし

ております。不登校の児童生徒への対応につきま

しては、この間家庭訪問や電話連絡を定期的に行

うとともに、適応指導教室を開設し、通学復帰に

向けた支援を行っているところであります。また、

新たな取組といたしまして、近隣の自治体からの

不登校児童の支援実績がある登小学校において新

年度から定期的に学校開放日を設けるなど受入れ

態勢の充実を図ることを検討しております。 

 ご質問の不登校特例校につきましては、不登校

児童生徒の実態に配慮して特別に編成された教育

課程に基づく教育を実施する学校であると認識し

ているところであり、不登校の児童生徒が増加す

る中、新たな選択肢として全国的に注目を集めて

いることから、今後他の自治体の先進事例などに

ついて研究してまいります。 

 次に、いじめの実態調査アンケートの調査方法

についてですが、現在本町立学校におきましては

４校が紙面で実施、３校がタブレット端末を利用

して調査を行っているところであり、タブレット

端末活用のメリット等の検証を行い、来年度に向

けてさらなるタブレット端末の利用促進について

対応してまいります。 

〇議長（中井寿夫君） 公明党代表、寺田議員の

発言が終わりました。 

 以上をもちまして令和５年度の余市町各会計予

算と町政執行方針並びに教育行政執行方針に対し

ます代表質問を終結いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） ただいま審議中の議案第

１号ないし議案第６号までの議案６件について

は、さきに議会運営委員会委員長から報告のとお

り、議長を除く議員全員をもって構成する令和５

年度余市町各会計予算特別委員会を設置し、付託

の上、審査、調査することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、一括議題となっております議案６件に

つきましては、議長を除く議員全員をもって構成

する令和５年度余市町各会計予算特別委員会を設

置し、付託の上、審査、調査することに決しまし

た。 

 なお、本日の会議終了次第、301、302号会議室

において本特別委員会を開催いたしますので、ご

参集願います。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項及び第２項の規定に基づ

き、14日から23日までの10日間は休会といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、14日から23日までの10日間休会とする

ことに決しました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、24日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時１１分 
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